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Ⅰ．はじめに

　日本における外国人の増加はこれまでも大きく取り
上げられ，今後も増加が続くという事実が広く認識さ
れている。近年，少子化と高齢化で労働者の人手不足
が続いており，外国人の受け入れ（入国）が緩和され
てきた。この現象はバブル崩壊後に入管改正として現
れ，90年代に日系人を労働者としての受け入れが始
まった。
　彼らは「ニューカマー」と呼ばれ，特にブラジルや
ペルーの日系人が数多く来日した。90年代後半から日
本における外国人の増加が著しくなり始め，法務省に
よれば平成23年度末現在では200万人を超えている。
また，宮島・太田（2005）は，「ニューカマー」すな

わち1980年代後半から増えてきた中国，ブラジル，
フィリピン，ペルーなどの出身の外国人の滞在長期化
が進んでいると述べている。日系南米人が増えはじめ
た90年代初頭は，単身で短期滞在という形で来日して
いたが，90年代後半から家族連れが増え，数多くの子
どもも現れた。ここから長期滞在へと変わっていった
と考えられる。
　日系南米人の人口は特に静岡，愛知，三重に多く，
製造関係の工場が多くある町が集住都市になってい
る。集住するにつれネットワークが生まれ，ブラジル
人コミュニティやペルー人コミュニティといったエス
ニックコミュニティが形成されてきた。そのためエス
ニックな食品店やレストランなどができ日本で生活が
しやすくなった。このことも長期滞在傾向に影響して
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いると考えられる。
　上述の通り，外国人は増加し続けているが，日系
人に関しては今後増加することは少ないと考えられ
る。法務省の国籍別データによればペルーやブラジル
人の増加のピークはリーマンショックが起こる前年の 
2006〜2007年となっている。

１．ニューカマーの教育問題

　ニューカマーの来日により，様々な課題が浮き彫り
になる中，志水（2008）は「不就学」「適応」「言語」

「学力」「進路」「アイデンティティ」の六つの課題を
挙げている。これらの課題は時代によって変化してい
くと考えられるため，ここで検討を行う。
　当初，不就学や不登校が大きな問題であった。不就
学には当時の社会的状況が大きく影響をしていたと考
えられる。まず，保護者の滞在期間が不明確であった
こと，日本の教育制度について，現在のように母語で
対応できる相談窓口のようなものもなかったことなど
があげられる。また，当時はオーバーステイ・不法滞
在者の子どもの存在もある。通報されることを恐れ，
行政サービスが受けられない状態で，学校にも行けな
い子どもたちの数が少なくなかった。
　問題の重大さが認識され始めると積極的に取組んだ
市から対策が行われ始め，情報が他の町にと除々に問
題の改善に繋がっていった。そして，行政と研究者が
共同で不就学問題に取組み，成果を上げた例として岐
阜県可児市などがある。
　このようにある程度のネットワークができた教育環
境によって「不就学」「不登校」「適応」問題が改善さ
れてきた。しかし「言語」「学力」「進路」「アイデン
ティティ」は現在も課題として残っている。特に「言
語」，つまり，日本語と母語（親の言葉）の問題は，
上記であげた課題と強く関連している。なぜなら日本
語ができると日本の学校で勉強ができ「学力」と「進
路」の可能性が広がり，母語は特に「アイデンティ
ティ」の形成には母語が強く影響すると考えられるか
らである。
　残念ながら公立学校では日本語指導が行われる所が
あっても不十分なところが多く，母語教育に関しても
特定の塾やエスニック学校に限られている。
　日本語指導の実態について文部科学省が「日本語指
導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調
査（平成22年度）」を行っている。この調査によれば，
平成22年９月１日現在，全国における公立学校に在籍
する外国人児童生徒数は74,214人であり，このうち，

日本語指導が必要な外国人児童生徒は，28,511人であ
る。また，調査ではポルトガル語または，スペイン語
が母語で，南米出身だと思われる子どもたちの数が全
体の３割以上になっており，もっとも多い数となって
いる。現在公立学校に通っている子どもの多くは日本
生まれであるか，または幼いころから日本の幼稚園や
小学校の教育を受けている。それにも関わらず日本
語指導の必要な子どもの数が多いのが実状である。そ
の理由として日本語指導が不十分であることがあげら
れる。実際に，現在学校における日本語指導の取り組
みは町によって異なっており，外国人集住都市と呼ば
れるところでさえ学校によって積極的に取り組む学校
とそうでない学校が混在しているのが現状である（オ
チャンテ，2008）。
　（小内，2003）によれば，日系南米人が集住してい
る都市ではブラジル人学校などのエスニック学校が設
立され，母国の教育制度にもとづいたシフト可能な学
校に通い，母語で教育を受ける子どもが多く現れた。
これらの学校の中には，幼稚園から高校まで教育が受
けられる施設で各種学校として認可されているものも
あり，学費が月３〜４万と私立の学校に準する金額と
なっている。
　筆者が2006年〜2009年まで研究対象とした三重県鈴
鹿市ではブラジル人学校「Escola Alegria de Saber」
があり，当時400人以上の児童生徒が在籍していた。
　これらの学校に子どもを通わせる親は基本的にはブ
ラジルに帰国するため，母国での進学を考えているの
が前提である。しかし，リーマンショック後に不況が
続く中，学費を払えない親が続出した。また，全国に
あったほとんどのブラジル人学校の学生が半分になる
事態となり経営が困難になったり，廃校となった学校
が現れた（オチャンテ，2010）。
　帰国する者も多くいたが日本に残り経済的な事情に
より公立学校に行かざるを得ない状況の子どもたちも
数多くいた。実はブラジル人学校ではそれまでは日本
語の勉強の時間が少なく，筆者が調査した鈴鹿市のブ
ラジル人学校は週に３時間程度であった。そのため日
本語のレベルは日常生活が可能な程度で日本の公立学
校で勉強するには十分ではなかった。
　岡山県では現在２万人以上の外国人登録者がおり，
その中で，日系南米人は約1,200人である。しかしな
がら岡山におけるニューカマーの子どもを対象にした
研究はほとんどなく，現在の時点では彼らの教育実態
はほとんど知られていない。そのため本研究ではま
ず，総社市を対象に，実態を明らかにしたい。
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Ⅱ．調査の概要

　本研究の第一段階としてインタビュー調査による質
的検討をした後，アンケート調査を行って，量的研究
を進めていく。

１．調査対象

①　 総社市の公立小・中学校に在籍する日系南米人の
学生及び保護者

②　 総社市の公立中学校の指導担当の教員
③　総社市教育委員会

２．調査のプロセス

①　総社市教育委員会訪問
・学校教育課主幹インタビュー，調査の協力願い
②　総社市役所訪問　
・ 市民環境部人権まちづくり課の職員で国際・交流推

進および多文化共生推進に関わっている職員をイン
タビュー

③　学校訪問
・ 担任または教育支援に関わっている先生のインタ

ビュー
・子どもたちの授業の様子を観察
・子どもたちをインタビュー

Ⅲ．分析

１．総社市の背景

　現在岡山では順に岡山市，倉敷市，津山市が外国人
の多い市となっている。しかし総社市ではブラジル人
をはじめとする日系南米人の人口が県内で２位であ
り，総人口からみても外国人の割合が２番目に高い

（表１）。

　総社市は自動車部品工場が集積している地域があ
り，労働力需要が高いため，90年代から多くの外国人
が移住し始めた。また，市は職員として日系ブラジル
人２名を雇用していて，特に日系南米人との交流にお
いて大きな役割を果たしている。県内ではこのような
サポート体制が整っているのは総社市だけである。総
社市は「多文化共生推進事業」をはじめとする様々な
対策を行っており，地域の外国人の生活をサポートし，
子どもの教育を支援する働きを積極的に行っている。
　また，総社市には中四国地方以西で初となるブラジ
ル人学校「エスコーラ・モモタロウ・オカヤマ」が
2008年に開校され，当初多くの日系ブラジル人が通っ
ていたが，不況が深刻になるにつれ，運営が困難にな
り，現在，土日だけ開校している。
　子どもの公立学校の在籍・就学状況を探るために岡
山県で外国人が一番多く住んでいると思われる市の

データを収集した。各市の23年度（９月末現在）の学
齢期７〜15才（日本の義務教育に基づく計算）と公立
の小・中学校に在籍中の子どもの数を比較した。その
結果を表２に示す。（岡山市に関しては，人権上の問
題から公立学校在籍者数を公表しておらず，具体的な
人数を得ることができなかった。）

表１　岡山県各市の外国人登録者の状況（平成22年12月末時点）

市名 総人口
登録者 

数 
 （人）

外国人 
の割合 

％
中国 韓国・朝鮮 ブラジル フィリピン ペルー 米国 その他

１．岡山市 709,945 １0,２95 １.45% 4,890 ３,２65 383 5１7 25 １58 １,057

２．倉敷市 475,56２ 5,445 １.１4% １,994 ２,３00 194 4３7 7 6２ 45１

３．津山市 １06,３58 876 0.8２% ２7２ １66 139 １05 20 １２ １6２
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７．総社市 66,１9３ 89２ 1.35% ２8３ 77 377 5３ 25 5 7２

 （総社市役所の外国人登録者数データ、外国人在籍数により作成）

表２　 2012年9月末現在の学齢期（7～15歳）の外
国人と公立学校在籍の外国人数

外国人登
録者数 

７～15才 公立学校在籍者数 不明

岡山市 ２8１ ？ ？ ？ ？

倉敷市 １8１ １05 58% 76 4２%

津山市 ２6 ２5 96% １ 4%

総社市 5３ 4１ 77% １２ ２３%

（各市役所の外国人登録年齢別データ、各教育委員会の公立学
校の外国人在籍数により作成）
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　公立学校の在籍数パーセンテージを見ると全ての市
で50％を超えている。しかし津山市の場合は96％と他
の市よりはるかに高い就学率となっている。
　表２で問題となるのは学齢期の子どもから公立学校
に在籍している子どもの数を引いた不明の数である。
この数の中には不就学の子どもを含めて，以下の子ど
もが含まれていると考えられる。
・ エスニック学校（韓国・朝鮮系学校）または，私立

学校へ通う子ども
・ どの学校にも在籍していない不就学の子ども
・ 仕事で引越しをし，住所変更を届けていないもの
・ 不法・超過滞在者の子ども
・ 帰国し，市に外国人登録をしたままの子ども
　上述のように不明の部分が表している数に様々な
ケースが考えられ，それらの実態を正確に知ることは
できない。したがって“不就学”の状態の子どもの数
を探ることは容易ではない。

２．公立学校における日本語指導

　総社市の訪問先である小学校A，B及び中学校Cに
は，90年代から外国籍の子ども，特にブラジル人の生
徒が在籍し，いずれの場合も卒業生が出ている。現在
学校A，Bでは日本語指導教室を設け，指導する先生
を配置している。日本語が必要な子どもが日本語指導
教室へ行って学ぶ方法と指導の先生が直接教室にやっ
てくる指導方法（TT：Team Teaching）がある。ま
た，これらの方法は教科と子どものニーズによって異
なっている。
　総社市の教育委員会は，公立学校における日本語を
必要としている子どもの数を調べるために，調査を定
期的に行っている。その調査によれば現時点，在籍中
の子どもの半分以上は日本語指導が必要とされてい
る。この割合はこれまで筆者が研究対象としてきた外
国人の集住都市と比較しても高くなっている。
　訪問した小中学校A，B，Cは当初より外国籍児童
を受け入れており，日本語をサポートする対策がとら
れてきた。これらの学校には日本語指導室を設けてお
り，日本語指導が必要な子どもを取り出して行う授業
と，クラスにサポートの先生が付き添うTT方式の二
つをとっている。これらの方法は他の都道府県でも行
われてきた一般的な方法である。総社市の場合，外国
籍児童だけを指導する教諭を配置している。これは他
の都道府県では例が少ない。多くの場合，非常勤講師
や巡回相談員が設けられ，日本語指導や通訳のみ担当
しているために，教諭が携わる業務と比較すると限定

的である。
　小学校A，Bでは日本語教室があり，日本語が必要
な子どもが通っている。中学校Cでは現在のところ日
本語の指導を受けている生徒がいない。指導を受けて
いた学生もいたが，ある程度日本語能力が一定レベル
に達したため他の生徒と一緒に普通のクラスで勉強を
している。

３．日本語習得問題

　日本語習得の過程には６年かかると言われてお
り，また，年齢によってその習得方法も様々である。
Cummins（1981）は言語能力には二つのレベルがあ
るとし，それらは生活言語能力（Basic Interpersonal 
Communicative Skills: BICS） と 学 習 言 語 能 力

（Cognitive Academic Language Proficiency: CALP）
である。日常的で基本的な会話や読み書きができる生
活能力言語と違って，学習言語能力は学習する上で
求められる言語能力であり，基本的に教育をうける
人間は皆段階的に習得する言語能力である。しかし，
ニューカマーの子どもの場合，家で母語を使い学校で
日本語を使うという二つの言語環境がある。また，彼
らの親は日本語はできても日常会話ができる程度で，
日本語で学ぶ子どもの勉強は手伝えない。そのため子
どもの教育，特に日本語学習は学校にまかせる状態に
なる。ここで明確にしておくべきことは，幼い子ども
にとって日本語は第２言語ではなく学習する上では第
１言語であり唯一の言語であるということだ。

４．小学校A，Bにおける子どもの実態

　小学校では子どもは基本的な日本語を理解している
ことが分かった。筆者が調査した子どもは日本語指導
が必要な１年〜６年の子どもである。彼らは皆普通
に会話ができていた。低学年の子どもはボキャブラ
リ（教科用語）の限定による教科理解の遅れがあった
ため，先生が丁寧に繰り返し，復習するやり方で進ん
でいる。教科用語には日常で使えないものがあり，日
本語が限られている親は知識があっても子どもに説明
ができないのが実状である。そのため子どもは一人で
勉強することとなり，教科が遅れるのも無理はないと
考えられる。オチャンテ・ロサは次のように述べてい
る。
　日本の子どもたちの多くは，入学以前にひらがな・
カタカナの学習をしており，入学スタート時点から，
外国籍の子どもたちと日本人の子どもとの間に学力
差があり，学年進行とともにその差が広がっていく。
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（オチャンテ，2009，p33）
　このように遅れが蓄積されやがて高学年になるとそ
の負担が大きなものになる。観察した６年生はこれに
当てはまると言える。６年生レベルでは文章中に漢字
が多く，教科書を読むことが難しい。例え読めたとし
ても内容を十分に理解することができない。そのため
上記であげたよう，日本語指導教室で特別に指導が
行われている。小学校Aでは内容の難しい教科に対し
て，先生がプロジェクターを用いるなどの工夫をし，
児童は積極的に授業に取り組んでいた。
　小学校A，Bで会うことができた児童はあくまでも
日本語指導が必要とされている児童で，対象外の子ど
もの状況については学校から話を伺った。不自由なく
勉強を進めている児童がほとんどであるが，何らかの
障害を持っているニューカマーの子どももいるという
ことが分かった。現在，小学校Bでは３人の子どもが
何らかの障害をもっており，特別支援学級で指導を受
けている。これについては具体的に調べることができ
なかったが，現在，知的障害と判断されているニュー
カマーの子どもは決して少なくない。これまでに筆者
が調査した，外国人の集住都市の学校には必ず何人か
の障害を持つ子どもが存在し，勤務した学校で同様の
子どもと関わったこともある。その中には言語習得障
害による知的発達の遅れがみられる児童が少なくない
と考えられる。
　言語においては臨界期（Critical Period）があると
され，人間が言語習得可能年齢をすぎると習得が不可
能になると言われている。そしてこの習得期間は出生
から思春期までである。
　親と学校は子どもの言語問題に慎重に取り組まなけ
れば言語習得障害に繋がるおそれがあるので注意が必
要である。母語と日本語の二つの側面がある子どもは
本来ならバイリンガルになる可能生があるところ，十
分な言語指導がなければどちらの言語にも限界があ
り，つまりダブルリミテッドになる可能性があると考
えられる。

５．中学校Cにおける子どもの実態

　本中学校では日本語指導を受けている生徒がいない
という状況である。学校によれば，自分で勉強ができ
るようになった生徒はクラスから取り出さずに皆と一
緒に勉強している。教科書やプリントの文章の漢字に
先生がふりがなをふったりすることも行っている。２
名の日系ブラジル人の生徒（３年生M，３年生N）に
インタビューした。彼らはこれまで日本語指導をうけ

たことがあり，その内Mは今でも勉強を続けている。
２人のこれまでの背景にはいくつかの違いがありここ
で述べることにする。
　M，Nはどちらも，これまで日本とブラジルで暮ら
した経験があり，両方とも母国の学校に通ったことが
ある。しかし，Mだけが日本で他の地方に住んだこと
があり，転校の経験もある。この背景がMの教育と日
本語習得に影響していると考えられる。
　Nの場合幼いころはブラジルで暮らしており，小学
校の高学年で来日した。彼は言語教育を基本的に母国
で受けており，Mと違って母国での学習期間が長い。
そのため上記であげた学習言語能力も母国で習得した
ため，日本の学校に上手く適応できたと考えられる。
また，インタビューの中では質問に対して，返事に
もたされる言葉の選択が２人で大きく異なり，Nは日
本語レベルが高かったのに対してMは話しことば（方
言）にとどまった。二人ともポルトガル語で普通に会
話ができるがボキャブラリは中学校レベルには達して
いないので日常会話に限定される。また，文章を書く
とスペルミスや文法的な間違いを起こすことが多いと
いう。
　インタビューの内容にはアイデンティティについて
の質問もあり，「自分は現在，何人と感じるのか？」
に対して，Mは「日本とブラジルの両方かな。。」と答
えたが，Nは「日本の方。。」と答えた。こうしたアイ
デンティティのジレンマも特に思春期に現れている。
また，将来的に２人とも言語に関わる仕事に就きたい
という。

６．保護者のインタビュー

　インタビューができた保護者は一組（H）だけで
あった。そのため一般化はできないが，これまでの調
査結果との共通点が多く見られたのも事実である。２
回に及ぶインタビューでは長い時間をかけて背景につ
いての聞き取りを行った。
　H組は現在，小学校に通う子どもと高校在学中の子
どもの２人の息子がいる。特に現在，小学校２年に
通っている子ども（K）の教育について心配があり，
学校と話の中で日本語指導教室に通うかどうか悩んで
いるという。高校生である長男はそのことに関して自
己体験にもとづいて助言をした。それは日本語教室に
取り出されると教科の遅れが発生したり，他の子ども
と違うことやったりするので，さらに差が拡がると取
り出し授業法の効果について懸念する。学校によって
取り出し授業の内容が必ずしも当時間の教科内容と一
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致しているわけでなく，指導方法も異なることがあ
る。
　筆者はK君と話をし，教科ドリルやノートを見て日
本語のレベルをチェックした結果，わずかな教科遅れ
が発生していることが確認できた。現在２年生のK君
は漢字を覚えるのに苦労をしており，１年の漢字も忘
れている物が多いと語った。また，図１・２にもある
ように，ひらがなとカタカナを間違えたり（図１），
漢字がかけなかったりする問題があるが，それよりも
ことば自体が正しく身についていないことが分かる

（図１・２）。

図１　ひらがなとカタカナの間違い１（サッカー）

図２　ことばと漢字の間違い２（公園）

　親は現在共働きでお互いに夜勤があるということで
ある。そのため子どもといる時間が限られ，子どもの
面倒を他の親戚にお願いをすることもある。それでも
できるだけ毎日，学校のノートをチェックしたり，一
緒に勉強ができる算数などもやっている。また，学校
とのやりとりを大事にし，比較的に子どもの教育に積
極的な親と言える。しかし彼らは限界があることを意
識しており，子どもの教育支援のために何をすればよ
いのか，相談をうけた。彼らによれば，これまで塾に
通わせたことがあるが，そこではプリントばかりをさ

せられ，効果はなかった。
　

Ⅳ．まとめ

考察

　結果として，いくつかの問題が見えてきた。
　それは公立学校に就学中の子どもの言語学習にはま
だ課題が残されているということである。学校で学ぶ
上で必要な道具としての言語能力が保障されなけれ
ば，彼らの将来に大きな影響を与えかねない。調査し
た学校はどれも様々な取り組みがあり，積極的に指
導が行われているが，対応に限界も感じた。それは指
導の限界や学校と学校の取組みの違いなどが考えられ
る。ニューカマーの子どもが体験する多言語学習期間
はとてもデリケートなものであるうえに，日本語は他
の言語と比べ習得に時間がかかると言われている。特
に小学校に入学してくる子どもは日本語と接する機会
が少ないため，入学の時点では日本の子どもと明らか
に差があると考えられ，特別な扱いと対応が求められ
る。本来ならJSL教育や言語学習の専門家の指導も必
要である。
　筆者は2008年に学校をドロップアウトした生徒にイ
ンタビュー調査を行ったことがあり，ほとんどのケー
スは言語問題による限界がその原因であった。つま
り，言語能力が限定された彼らは，進学先が限定され
たり，進学後でも勉強について行けず，達成感のない
学校生活を送ることとなり，継続が難しくなるため学
校を「やめる」，「諦める」ということが明らかになっ
た。
　最後に親の支援にも限界があるということを挙げた
い。インタビューから明らかになったように，仕事環
境が原因で不規則な生活を送っている彼らは子どもの
教育にかける時間が限られている。また，子どもの言
語学習に関わる問題の特質が把握できていないので，
母語を介して，学校での現状についても徹底的に理解
しなければならない。多くの親は子どもが上手に日本
語ができると勘違いし，安心して，教育を学校に任せ
ていると考えられる。
　今回の調査では対象学校が少なかった。実態の具体
性を追求するために，範囲を広げ，インタビューの他
に，アンケート調査も行う必要がある。また，今回対
象となった総社市以外に，県内のニューカマーの多
い市についても調査し，その実態を調べる必要があろ
う。特に統計的に外国人の多い岡山市は，大都市であ
り，総社市とは異なり，集中して暮らしている傾向が
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少ないと推測される。そのため外国人の間でのネット
ワークと地域と行政との関わりの発展にも課題が残さ
れていると考えられ，今後の調査研究が期待される。
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